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和企下施 第 １４ 号 

   令和６年５月１６日 

（２０２４年） 

 

 

和歌山市 企業局     

   下水道部 下水道施設課長 

 

質 問 回 答 書 

 

令和 ６年５月１５日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。 

 

年 度     

工事 (業務 )番号     

工 事 ( 業 務 ) 名       

工事 (業務 )場所 

令和６年度 

第２４１００００２号 

中島川雨水ポンプ場建築工事 

和歌山市田尻字大向ヱ坪５０６番１ 

質 問 事 項  回 答 事 項  

１．建具工事の耐熱結晶化ガラスについて、意匠

図（A-18図）ではｔ5.0の記載ですが設計書（28）

ではｔ8.0になっております。図面が正と考えてよ 

ろしいですか。  

 

 

２．共通仮設工事の交通誘導員について、「残土搬

入時搬出時・コンクリート打設時」との記載があ

ります。大型車両(10t車以上)での搬入搬出時の交 

通整理員と考えてよろしいでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

設計図（A-18）が正です。設計書は誤記にな

りますので見積は耐熱結晶化ガラスt5.0で積

算してください。なお設計変更の対象とはしま

せん。 

 

 

大型車両(10t車以上)での搬入搬出時に限ら

ず、設計図（A-1）に記載の通り材料搬入搬出

時、コンクリート打設時等に必要に応じて交通

誘導員を配置してください。 

 

 

 

 

 

 

 



３．A-21図の仮設図について「既設成形鋼板撤去

復旧33.5ｍ」の記載が有りますが、撤去する意図

を教えて頂けないでしょうか。又仮撤去した材料

は場内仮置きと考えてよろしいですか。 

 

 

 

 

 

 

４．工事着期間中、他工事（別発注工事）による

工事の制約は無いものと考えてよろしいですか。  

南側敷地（設計図A-19 砕石盛土A＝170㎡ 

t=250部分）において砕石施工後、和歌山県が

コンクリート舗装及び側溝を施工予定ですの

で既設成形鋼板の一時撤去が必要になります。 

施工時期については契約締結後、日程調整が必

要になります。 

一時撤去した既設成形鋼板の材料は場内仮置

きと考えています。 

 

 

３に記載した和歌山県の工事との調整が必要

になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


